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一
口 

一
万
円

　
去
る
十
月
一
二
日
、
本
堂
に
て

宗
祖
日
蓮
大
聖
人
第
七
四
四
遠
忌

の
法
要
（
お
会
式
）
が
厳
か
に
行

わ
れ
ま
し
た
。
今
回
の
お
会
式
は

第
二
十
三
世
住
職
が
導
師
を
お
務

め
に
な
る
最
後
の
法
要
と
な
り
ま

し
た
。

　
終
了
後
、
長
年
に
渡
り
お
寺
を

お
護
り
下
さ
っ
た
ご
労
苦
と
、
お

世
話
に
な
っ
た
修
養
会
一
同
か
ら

感
謝
の
意
を
込
め
た
花
束
が
贈
ら

れ
ま
し
た
。

　
第
二
十
三
世
の
末
永
い
ご
健
勝

を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

賜
物
か
、
勝
手
な
解
釈
を
致
し
ま
す
が
、

日
蓮
大
聖
人
が
ご
誕
生
さ
れ
た
の
が
承
久

四
年
（
一
二
二
二
年
）、
私
の
誕
生
日
が

一
二
月
二
二
日
と
数
字
が
同
じ
、
常
清
寺

の
歴
世
が
二
十
四
世
、
こ
れ
は
常
清
寺
の

御
守
護
で
あ
る
清
正
公
様
の
誕
生
日
で
あ

り
命
日
の
二
十
四
日
と
同
じ
、
こ
れ
は
日

蓮
宗
の
僧
侶
に
な
り
常
清
寺
を
継
承
す
る

運
命
と
思
い
、
大
聖
人
、
歴
代
上
人
、
清

正
公
様
か
ら
と
て
つ
も
な
い
お
力
を
頂
き

常
清
寺
を
護
る
決
意
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
た
だ
一
点
ご
理
解
賜
り
た
い
の
が
、
私

が
僧
侶
に
な
っ
た
頃
は
常
清
寺
の
葬
儀
、

法
事
な
ど
の
法
務
を
す
る
時
は
親
子
三
人

で
し
た
が
、
先
々
代
遷
化
後
は
先
代
と
二

人
で
や
り
繰
り
を
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

今
後
は
お
手
伝
い
の
お
上
人
を
置
く
予
定

で
あ
り
ま
す
が
基
本
的
に
私
一
人
と
な
り

ま
す
。
な
る
べ
く
お
檀
家
の
ご
希
望
の
日

時
で
法
要
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

何
分
に
も
一
人
と
言
う
こ
と
を
ご
理
解
賜

り
ま
す
よ
う
伏
し
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

　
住
職
と
し
て
初
め
て
ご
挨
拶
申
し
上
げ

ま
す
。

　
ま
ず
も
っ
て
は
十
一
月
一
八
日
、
開
山

三
五
〇
年
慶
讃
並
び
に
法
灯
継
承
法
要
を

無
事
に
済
ま
す
事
が
出
来
ま
し
た
。
ご
列

席
頂
き
ま
し
た
檀
信
徒
の
皆
様
に
は
遠
近

各
地
か
ら
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
ま
た
、
法
要
が
平
日
の
た
め
出
席
が
叶

わ
な
か
っ
た
皆
様
に
は
大
変
申
し
訳
ご
ざ

い
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
全
て
の
檀
信
徒
の
皆
様
に
改
め
て
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。
浅
学
非
才
の
身
、
ま

だ
ま
だ
修
行
中
の
私
で
す
が
お
檀
家
一
軒

一
軒
に
寄
り
添
い
な
が
ら
温
か
い
お
寺
、

心
の
通
う
お
寺
、
菩
提
寺
が
常
清
寺
で
良

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
様
に
全
身
全
霊
で
頑

張
り
ま
す
の
で
今
後
共
よ
ろ
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

　
私
も
常
清
寺
で
育
ち
四
十
五
年
を
迎
え

ま
す
。
年
齢
が
私
よ
り
若
く
し
て
住
職
に

な
る
方
も
い
れ
ば
、
先
輩
で
ま
だ
副
住
職

の
方
も
い
ら
っ
し
�
い
ま
す
。
過
去
住
職

は
終
身
で
し
た
が
、
最
近
は
引
退
し
て

早
く
に
後
継
に
譲
る
方
が
多
く
な
り
ま
し

た
。
有
難
い
こ
と
に
先
代
の
師
父
は
お
寺

の
法
務
に
関
し
て
信
頼
を
し
て
く
れ
て
お

り
ま
し
た
の
で
法
務
の
引
継
ぎ
に
問
題
あ

り
ま
せ
ん
が
、
宗
教
法
人
、
日
蓮
宗
、
常

清
寺
の
重
み
は
日
に
日
に
感
じ
て
お
り
ま

す
。

　
常
清
寺
歴
代
上
人
の
詳
細
は
こ
こ
で
は

省
略
致
し
ま
す
が
、
主
な
方
を
述
べ
ま
す

と
、
開
山
上
人
は
総
本
山
・
身
延
山
久
遠

寺
の
法
主
猊
下
、
第
五
世
慈
遍
院
日
壽
上

人
は
本
山
日
本
寺
（
中
村
檀
林
）
百
十
二

世
、
第
十
世
不
染
院
日
亮
上
人
は
同
じ
く

本
山
日
本
寺
第
百
九
十
一
世
で
あ
り
清

正
公
様
の
菩
提
寺
で
あ
る
熊
本
本
妙
寺
の

第
二
十
一
世
か
ら
常
清
寺
に
、
第
十
九
世

一
貫
院
日
政
上
人
は
大
正
十
一
年
頃
の
日

蓮
宗
総
監
で
一
般
社
会
の
総
理
大
臣
、
第

二
十
一
世
一
毛
院
日
滉
上
人
は
本
山
妙
純

寺
の
第
三
十
七
世
と
常
清
寺
の
歴
代
上
人

に
は
名
だ
た
る
名
僧
が
多
く
い
ら
っ
し
�

い
ま
す
。
そ
し
て
私
の
曽
祖
父
は
大
本

山
・
富
士
山
本
門
寺
第
四
十
七
世
、
昭
和

四
十
二
年
頃
の
宗
務
総
長
の
片
山
日
幹
上

人
で
す
。
祖
父
は
神
奈
川
県
第
一
宗
務
所

長
、
師
父
は
日
蓮
宗
全
国
聲
明
師
連
合
会

副
会
長
と
、
羅
列
し
て
い
る
だ
け
で
と
ん

で
も
な
い
お
寺
で
あ
り
血
筋
だ
な
、
と
感

じ
ま
す
。

　
た
だ
、
私
は
元
来
、
前
向
き
な
性
格
の

住

職

挨

拶

榮
玉
山
　
常
清
寺
　
第
二
十
四
世

住
　
職
　

片 

山 

德 

宣

常
清
寺
の
お
会
式

令和９年度・修養会・清正公開催日
修養会題目会 久保山

1月12日 修養会

2月12日 修養会
午後1時30分より

3月12日 修養会

4月12日 修養会

5月 5日 国祷会 午前10時より午後4時まで

5月12日 自我偈百部経の為お休み

6月12日 修養会 午後1時30分より

7月12日 施餓鬼法要 新盆　午前11時・一般　午後2時

8月12日 旧盆回向の為お休み

9月12日 修養会

10月12日 お会式
午後1時30分より

11月12日 修養会

12月12日 修養会

清正公祈祷会 長者町 久保山

1月24日 清正公祈祷会

2月20日 一慶院上人　祥月命日法要
午前11時より 午後1時30分より

3月24日 春彼岸回向の為お休み

4月24日 清正公祈祷会 午前11時より 午後1時30分より

5月 5日 国祷会 午後2時より 午前10時〜午後4時まで

5月24日 国祷会の為お休み

6月24日 清正公祈祷会
午前11時より 午後1時30分より

7月24日 清正公祈祷会（ほうろく灸）

8月24日 清正公祈祷会 午前11時より 午後1時30分より

9月24日 秋彼岸回向の為お休み

10月24日 清正公祈祷会（水子供養）

11月22日 不染院上人祥月命日 午前11時より 午後1時30分より

12月24日 清正公祈祷会

1月1日午前0時より新年祝祈会巌修御参加お待ち申し上げます

法要中の23世住職

花束贈呈

住職ご夫妻と修養会の皆さん

　
護
持
会
等
お
願
い
を
致
し
て
お
り
ま

す
赤
い
振
込
用
紙
の
場
合
　
窓
口
・
Ａ

Ｔ
Ｍ
・
通
帳
・
カ
ー
ド
払
い
の
場
合
・

手
数
料
は
掛
か
り
ま
せ
ん
が
、
現
金
払

い
の
時
は
一
一
〇
円
の
手
数
料
が
掛
か

り
ま
す
。
ご
注
意
下
さ
い
。

　
十
二
月
三
十
一
日
午
後
十
一
時

三
十
分
よ
り
納
め
の
法
要

　
一
月
一
日
午
前
〇
時
よ
り
新
年
祝

祷
会

　
簡
単
な
お
食
事
の
用
意
を
致
し
ま

す
。
ご
参
加
を
お
待
ち
致
し
ま
す
。

　
当
山
護
持
、
運
営
の
大
切
な
浄
財

で
す
。
檀
信
徒
の
皆
様
の
ご
協
力
を
、

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
事
務

処
理
上
、
同
封
の
振
り
込
み
用
紙
を

ご
利
用
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

★ 

宛
名
、
住
所
変
更
、
あ
る
い
は
間

違
え
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
お
知

ら
せ
下
さ
い
。

★ 

例
年
の
如
く
方
除
け
の
お
札
を
同

封
致
し
ま
す
。
大
掃
除
が
済
み
ま

し
た
ら
、
玄
関
の
内
側
、
上
の
方
に
、

金
色
の
方
を
家
の
中
に
向
け
て
お

張
り
下
さ
い
。

★ 

御
法
要
希
望
の
方
は
土
、
日
曜
日

は
法
要
が
多
数
重
な
り
ま
す
。
御
希

望
の
日
時
は
早
め
に
お
知
ら
せ
下
さ

い
。
お
塔
婆
希
望
の
方
は
二
週
間
前

Ｆ
Ａ
Ｘ
又
は
、
お
手
紙
で
、
読
み
仮

名
を
付
け
、
お
知
ら
せ
下
さ
い
。
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去
る
十
一
月
十
八
日
（
火
）
午

後
二
時
よ
り
常
清
寺
本
堂
で
多
数

の
檀
信
徒
ご
参
集
の
下
、
晴
れ
や

か
に
そ
し
て
厳
か
に
行
わ
れ
ま
し

た
。
他
寺
院
か
ら
の
僧
侶
計
七
名

の
出
仕
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
開
山
三
五
〇
年
法
要
で
は
第

二
十
三
世
住
職
が
慶け

い

讃さ
ん

文も
ん

を
読
み

上
げ
、
常
清
寺
創
建
か
ら
の
由
来

が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
法
灯
継
承
式
で
は
第
二
十
三
世

住
職
か
ら
払ほ

っ

す子
を
授
与
さ
れ
た
第

二
十
四
世
新
住
職
に
よ
っ
て
奉ほ

う

告こ
く

文も
ん

が
読
み
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
か
ら

の
常
清
寺
を
全
力
で
守
っ
て
い
く

と
の
決
意
を
表
せ
ら
れ
ま
し
た
。

開
基
檀
越
家
を
代
表
し
て
吉
田
嘉

一
郎
様
か
ら
の
ご
祝
辞
を
頂
き
、

筆
頭
総
代
か
ら
は
記
念
品
の
目
録

が
贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。
来
年
（
令

和
八
年
）
五
月
に
は
常
清
寺
の
関

係
寺
院
を
お
招
き
し
て
の
式
典
が

予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
い
て
は
来

夏
発
行
予
定
の
記
念
誌
で
ご
報
告

致
し
ま
す
。

　
尚
、
十
一
月
十
八
日
の
行
事
を

録
画
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
無
料
で
差
し

上
げ
ま
す
の
で
ご
希
望
の
方
は
寺

院
ま
で
ご
一
報
下
さ
い
。

開
山
三
五
〇
年
慶
讃
法
要
と

法
灯
継
承
・
入
寺
式
が
行
わ
れ
ま
し
た

昇堂頂経

第23世ご挨拶第24世ご挨拶先代（第23世）ご夫妻

第23世慶讃文言上払子継承

新住職誕生供膳の作法

第24世奉告文言上

新住職として初めての導師

会場の常清寺役員

会場風景

開基檀越家　吉田嘉一郎様ご挨拶

筆頭総代より記念品目録贈呈
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